
事
業
費

（
千
円
）

事
業
費

（
千
円
）

事
業
費

（
千
円
）

事
業
費

（
千
円
）

2
,0
7
8
h
a

2
,6
6
3
h
a

3
,3
0
2
h
a

2
,2
5
5
h
a

内
　
　
国
庫
補
助
活
用
事
業

1
,0
4
8
h
a

2
,3
0
9
h
a

2
,9
2
7
h
a

間
伐

2
,1
8
5
h
a

訳
　
　
森
づ
く
り
県
民
税
単
独
事
業

1
,0
3
0
h
a

う
ち
国
庫
補
助
金

3
5
4
h
a

う
ち
国
庫
補
助
金

3
7
6
h
a

う
ち
国
庫
補
助
金

利
用
促
進
間
伐

7
0
h
a

8
0
,9
8
1

3
5
7
h
a

1
6
8
,2
6
7

3
2
0
h
a

2
1
0
,3
5
4

利
用
間
伐

3
4
h
a

う
ち
税
財
源

う
ち
税
財
源

3
7
h
a

う
ち
税
財
源

森
林
ﾊ
ﾞｲ
ｵ
ﾏ
ｽ

利
用
ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ

3
6
h
a

2
9
4
,6
5
4

4
8
4
,7
1
2

5
1
9
,3
2
6

2
0
0
h
a

整
備

5
3
3
h
a

7
0
0
h
a

6
3
8
h
a

4
7
2
h
a

管
理

4
8
3
h
a

1
,1
7
6
h
a

1
,7
6
0
h
a

整
備

1
4
4
h
a

2
4
1
h
a

う
ち
整
備

1
6
6
h
a

う
ち
整
備

1
1
7
h
a

管
理

1
1
9
h
a

2
1
3
,9
8
8

3
3
4
h
a

1
8
7
,2
6
7

4
6
4
h
a

整
備

8
5
h
a

9
0
h
a

う
ち
管
理

5
5
h
a

う
ち
管
理

5
0
h
a

管
理

8
5
h
a

2
3
,9
4
4

1
7
5
h
a

5
7
,9
4
3

2
2
9
h
a

整
備

3
0
4
h
a

3
7
0
h
a

4
1
7
h
a

3
0
0
h
a

管
理

2
7
9
h
a

6
6
7
h
a

1
,0
6
7
h
a

1
,8
0
0
基

4
6
,5
5
7
2
,0
0
0
基

4
7
,5
4
4
2
,0
0
0
基

1
,8
0
0
基

5
0
0
基

5
0
0
基

と
ち
ぎ
森
づ
く
り
情
報
セ
ン
タ
ー
事
業

8

備
考

生
物
多
様
性
ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ
林
整
備

内 　 　 訳

5
7
,3
2
0

県
民
利
用
施
設
へ
の
木
製
ベ
ン
チ
の
配
布

元
気
な
森
を
育
む
木
の
良
さ
普
及
啓
発
事
業

【
県
事
業
】

小
中
学
校
へ
の
机
・
い
す
の
配
布

6
1
,6
4
4

4
8
3
,3
8
6

内 　 　 訳

※
税
財
源
の
み

明
る
く
安
全
な
里
山
林
整
備
事
業

【
市
町
村
交
付
金
事
業
】

藪
の
刈
払
い
等

1
5
2
,1
9
4

2
3
7
,9
3
2

2
4
5
,2
1
0

事
業
量

事
業
量

事
業
量

事
業
量

情
報
セ
ン
タ
ー
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
の
管
理
運
営
、
森
づ
く
り
活
動

5
h
a

　
間
　
伐

通
学
路
等
の
安
全
・
安
心

7
2
9
,6
8
0

森
林
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
モ
デ
ル
事
業

将
来
ま
で
守
り
育
て
る

　
獣
害
対
策

野
生
獣
被
害
軽
減

獣
害
対
策

6
5
2
,9
7
8

平
成
２
０
～
２
２
年
度
と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
税
事
業
実
績
及
び
平
成
２
３
年
度
計
画
一
覧

事
　
業
　
区
　
分

主
　
な
　
内
　
容

実
　
　
　
績

元 気 な 森 づ く り

と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
奥
山
林
整
備
事
業

【
県
事
業
】

　
間
　
伐

計
　
　
　
画

Ｈ
２
０

Ｈ
２
１

Ｈ
２
２

Ｈ
２
３

2
4
1
,4
8
7

3
7
5
,6
3
5

と
ち
ぎ
森
づ
く
り
情
報
セ
ン
タ
ー
事
業

【
県
事
業
】

1
式

1
1
,5
3
6

1
式

7
,8
9
0

1
式

8
,4
8
9

1
式

9
,2
7
2

と
ち
ぎ
「
森
の
楽
校
（
が
っ
こ
う
）
」
事
業

【
県
事
業
】

1
8
回

9
,6
9
2

1
8
回

9
,9
6
0

2
0
回

9
,0
0
3

2
0
回

1
3
,3
0
0

と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
会
議
事
業

【
県
事
業
】

1
式

5
,3
1
1

1
式

5
,8
2
7

1
式

7
,6
0
7

1
式

5
,5
0
0

税
事
業
評
価
委
員
会
事
業

【
県
事
業
】

5
回

7
3
6

5
回

5
3
1

4
回

5
2
6

4
回

1
,3
3
5

と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
広
報
事
業

【
県
事
業
】

1
式

8
,6
0
7

1
式

7
,3
6
3

1
式

9
,3
4
2

1
式

7
,2
2
6

森
づ
く
り
活
動
地
域
支
援
事
業

【
市
町
村
交
付
金
事
業
】

3
6
活
動

6
,3
5
6

5
0
活
動

1
0
,7
7
2

5
4
活
動

1
1
,7
5
9

1
9
市
町

1
3
,2
0
0

木
の
香
る
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

【
市
町
村
交
付
金
事
業
】

1
5
取
組

2
5
,5
2
6

2
3
取
組

2
7
,6
9
3

2
6
取
組

2
9
,2
0
9

1
7
市
町

3
2
,5
5
0

特
色
あ
る
緑
豊
か
な
地
域
推
進
事
業

【
市
町
村
交
付
金
事
業
】

6
取
組

4
,8
5
0

3
取
組

2
,8
9
9

2
市
町

1
,6
0
0

6
4
2
,1
5
0

1
,0
1
3
,3
3
9

1
,1
1
5
,3
6
8

8
6
6
,1
7
6

(8
0
,9
8
1
)

(1
6
8
,2
6
7
)

(2
1
0
,3
5
4
)

※
税
財
源
の
み

【
5
6
1
,1
6
8
】

【
8
4
5
,0
7
3
】

【
9
0
5
,0
1
4
】

【
6
5
2
,5
3
3
】

【
8
6
7
,6
0
6
】

【
8
6
7
,3
2
1
】

【
8
6
6
,1
7
6
】

※
実
績
に
係
る
事
業
費
合
計
欄
上
段
裸
書
き
は
総
事
業
費
、
中
段
(　
　
)書
き
は
国
庫
補
助
金
、
下
段
【
　
　
】
書
き
は
税
財
源
。

　
　
　
合
　
　
　
計

※
平
成
２
０
～
平
成
２
２
年
度
実
績
に
係
る
事
業
区
分
は
、
平
成
２
２
年
度
事
業
を
基
準
と
し
た
。

「
森
と
ふ
れ
あ
う
」
「
森
づ
く
り
」
「
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
養
成
」

各
講
座
の
開
催
や
緑
の
少
年
団
活
動
の
開
催
等

森 を 育 む 人 づ く り
税
制
度
の
周
知
活
動
等

地
域
や
学
校
に
お
け
る
森
づ
く
り
活
動
や
森
に
親
し
む
取

組
の
支
援

公
共
施
設
の
木
造
・
木
質
化
や
木
工
教
室
等
の
木
の
良
さ

普
及
啓
発
の
支
援

森
林
の
公
益
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
広
域
的
な
森

づ
く
り
や
地
域
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
組
の
支
援

評
価
委
員
会
の
開
催

元
気
な
森
づ
く
り
の
日
記
念
行
事
の
実
施
、
木
工
教
室
の

開
催
、
都
市
と
の
交
流
事
業
の
実
施
等

情
報
セ
ン
タ
ー
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
の
管
理
運
営
、
森
づ
く
り
活
動

の
相
談
対
応
、
森
づ
く
り
活
動
の
た
め
の
資
材
貸
出
等

と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
税
　
税
収
額
（
寄
附
金
・
利
子
を
含
む
）

※
予
算
額

※
予
算
額



区
分

◆
概
ね
効
果
的
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
計
画
ど
お
り
に
進
捗
　
【
Ｈ
２
０
】

◆
す
べ
て
の
事
業
に
お
い
て
概
ね
効
果
的
、
効
率
的
に
執
行
　
【
Ｈ
２
１
】

区
分

◆
間
伐
材
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
０
】

◆
将
来
の
自
発
的
森
林
管
理
を
促
す
作
業
路
な
ど
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
０
】

9

と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
税
事
業
評
価
委
員
会
評
価
（
抜
粋
）

対
応

奥
山
林

総
合
評
価

◆
所
有
者
に
よ
る
自
発
的
な
森
林
管
理
を
見
据
え
、
間
伐
材
の
利
用
促
進
、
作
業
路
な
ど

　
の
整
備
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
１
】

■
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
事
業
」
と
の
連
携
に

■
間
伐
材
の
搬
出
利
用
促
進
路
整
備
に
支
援
し
、
バ
イ
オ

　
マ
ス
利
用
へ
の
検
証
を
行
う
「
森
林
バ
イ
オ
マ
ス
利
用

　
モ
デ
ル
事
業
」
を
新
設
　
【
Ｈ
２
２
～
２
３
】

評
　
　
　
価
　
　
　
委
　
　
　
員
　
　
　
会
　
　
　
評
　
　
　
価

課
題
・
改
善
点

◆
計
画
的
か
つ
円
滑
な
事
業
の
執
行
に
一
層
努
め
る
必
要
が
あ
る
　
【
Ｈ
２
０
】

◆
里
山
林
整
備
箇
所
へ
の
看
板
表
記
を
工
夫
し
税
の
県
民
理
解
の
促
進
に
努
め
る
こ
と

　
【
Ｈ
２
１
】

県
民
広
報
事
業

■
従
来
の
広
報
活
動
に
加
え
、
税
事
業
実
施
箇
所
へ
の

　
横
断
幕
の
設
置
や
、
税
事
業
紹
介
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
活
用
な
ど
、

　
Ｐ
Ｒ
活
動
の
充
実
・
強
化
　
【
Ｈ
２
２
～
】

里
山
林

整
備
事
業

◆
藪
の
刈
り
払
い
に
加
え
抜
き
伐
り
等
を
実
施
し
、
よ
り
明
る
く
見
通
し
の
良
い
里
山
林

　
整
備
を
進
め
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
０
】

■
里
山
林
整
備
に
お
い
て
抜
き
伐
り
な
ど
必
要
な
作
業
が

　
実
施
で
き
る
よ
う
交
付
申
請
上
限
額
を
見
直
し

　
【
Ｈ
２
２
～
】

■
森
林
環
境
学
習
マ
ニ
ュ
ア
ル
「
と
ち
ぎ
の
森
林
・
自
然

　
環
境
」
を
作
成
(1
0
,0
0
0
部
)、
配
布
　
【
Ｈ
２
２
～
】

奥
山
林

整
備
事
業

◆
奥
山
林
整
備
事
業
の
伐
捨
て
間
伐
方
式
に
つ
い
て
、
森
林
・
林
業
を
取
り
巻
く
状
況
の

　
変
化
等
を
踏
ま
え
、
今
後
見
直
し
を
行
う
こ
と
　
【
Ｈ
２
１
】

◆
獣
害
対
策
に
つ
い
て
、
効
率
性
の
観
点
か
ら
見
直
し
、
よ
り
多
く
の
面
積
で
実
施
で
き
る

　
よ
う
検
討
す
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
１
】

◆
森
林
環
境
学
習
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
配
布
に
よ
り
小
中
学
校
教
員
等
の
森
林

　
整
備
に
対
す
る
理
解
促
進
を
図
る
こ
と
　
【
Ｈ
２
０
】

森
林
環
境
学
習

推
進
事
業

■
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
事
業
」
と
の
連
携
に

　
よ
る
奥
山
林
間
伐
面
積
の
確
保
　
【
Ｈ
２
１
～
２
３
】



10

（
林
野
庁
資
料
）



　目指すべき姿：１０年後の木材自給率５０％以上　

　１．林業経営・技術の高度化 路網整備の加速化、施業プランナーの育成、提案型集約化施業

　２．森林資源の活用 国産材の加工・流通体制の整備、公共建築物への木材利用の推進

　３．制度面での改革、予算 森林経営計画制度の検討、集約化の推進、ﾒﾆｭｰの簡素化

森林環境保全直接支援事業の概要

　○ 路網整備が不十分 　○ 個々の森林施業に対して網羅的に支援

10年後

造林事業における現状の課題

伐捨間伐中心となり10年後（次回間伐）に同じことの繰り返し

「選択と集中」の観点から抜本的な見直し

（「新成長戦略」（平成22年6月閣議決定））

森林環境保全直接支援事業の創設

路網整備・コスト縮減の推進 間伐は搬出間伐に限定

集約化の定着・団地の設定

木材自給率50％の達成

造林作業路

森林林業再生プランの公表

抜本的改革のイメージ

抜本的な改革

検討事項

林業専用道

森林作業道
搬出間伐

その他森林施業
森林経営計画

集約化の推進

森林環境保全直接支援事業の内容について

見直し項目 現行 見直し後

補助対象森林
公益的機能の発揮を図る観点から、ほぼ全
ての森林を対象に助成

森林経営計画対象森林に限定

事業主体
地方公共団体、森林組合、森林所有者等
であり、民間事業体は森林施業計画の認定
を受けることが必要

森林経営計画の認定を受けた者に対して直接
的に支援

11

補助区分
施業の困難性や政策上の重要性に着目し
て１６の補助区分を設定

森林経営計画に一本化、分かりやすく使いや
すい制度に改善

施業種区分
植栽、下刈、除伐等については、各々の施
業について齢級制限を設けて実施

森林経営計画に計画されている施業について
対象とする

間伐の取扱
間伐については、５種類に区分され、伐捨
間伐も補助対象

間伐に係る施業種を簡素化するほか、搬出間
伐のみを補助対象

路網の取扱
繰り返し使用は想定せず主に林業用の機
械が走行する道

継続的に長期にわたって使用し、主に林業機
械の走行を想定し、２ｔ積トラックが走行できる
道も可能とする

路網整備が不十分 路網整備・集約化の推進

造林作業路
その他森林施業

森林経営計画

林業木材産業の成長産業への再生のため、早期の集中的な森林経営計画の作成



森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
事
業
の
概
要

川
上

12

間
伐
の
実
施

奥
山
林
の
整
備

元
気
な
森
づ
く
り
県
民
税
と
合
わ

せ
、
間
伐
を
加
速
化
し
、
地
球
温

暖
化
対
策
を
推
進

林
内
路
網
整
備

里
山
林
の
整
備

平
地
林
や
竹
林
の
整
備
を
行
う
事
に
よ
り

里
、
身
近
な
山
林
が
再
生
を
図
る

森
林
境
界
の
明
確
化

広
葉
樹
林
の
再
生

高
性
能
林
業
機
械
の
導
入

県
に
基
金
を
造
成
し
、
３
ヶ
年
で
集
中
的
に
間
伐
、
伐
採
か
ら
搬
出
・利
用
ま
で

一
貫
し
た
取
組
に
よ
る
間
伐
材
の
フ
ル
活
用
、
地
域
木
材
・木
質
バ
イ
オ
マ
ス

の
利
用
を
地
域
で
一
体
的
に
進
め
、
地
球
温
暖
化
防
止
と
林
業
・
木
材
産
業

の
強
化
を
図
る

侵
入
竹
の
伐
採

川
上
か
ら
川

下
ま
で
の
連

携
に
よ
る
新
た

な
流
通
シ
ス
テ

ム
の
構
築

林
内
の
美
化
活
動

森
林
病
虫
害
防
除

住
宅
建
設
等

川
下

木
質
ﾊ
ﾞｲ
ｵ
ﾏ
ｽ
利
用
施
設
等
整
備

地
域
材
利
用
開

木
造
公
共
施
設

間
伐
材
安
定

供
給
ｺ
ｽ
ﾄ支
援

特
用
林
産
施
設
の
整
備
等

里
山
な
ど
か
ら
産
出
さ
れ
た
材
の
利
用
や

加
工
品
の
販
路
拡
大
等
を
推
進

ム
の
構
築

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
整
備

切
り
捨
て
さ
れ
て
い
た
間
伐
材
を
有
効
活
用

し
、
化
石
燃
料
か
ら
木
質
燃
料
へ
の
転
換
を

推
進

木
材
加
工
流
通
施
設
整

木
材
利
用
施
設
の
整
備

奥
山
林
で
切
り
捨
て
さ
れ
て
い
た
間
伐
材
を
公
共
施
設
等

に
有
効
活
用
し
、
県
産
材
の
需
要
拡
大
と
「
も
っ
た
い
な
い

運
動
」
の
実
現
を
推
進

チ
ッ
プ
ﾟ製
造
施
設

ペ
レ
ッ
ト
製
造
施
設
等

も
り
の
恵
み
商
品

き
の
こ
菌
床
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新たな「とちぎの森づくり」の展開

昭和30～50年代 昭和60年代～平成初期 平成10年代

～拡大造林の急増～ ～外国産材の輸入増加～ ～公益的機能の重視～

◆保育費用の負担増加 ◆林業の採算性の悪化 ◆間伐推進政策に伴う造林の激減

◆生育不良人工林の増加 ◆間伐手遅れ森林の激増 ◆森林の齢級構成の偏重

◆野生獣の餌・生息地の減少に伴 ◆小規模・不在村所有者の増加 ◆路網整備の遅れ

う獣害の増加

森 林 の 循 環 利 用 の 停 滞 に よ る 公 益 的 機 能 の 長 期 的 低 下

◇環境立県戦略の策定 ◇新成長戦略の閣議決定

◇生物多様性とちぎ戦略の 新たな森づくり施策の必要性 ◇森林・林業再生プラン

策定 の策定

本来あるべき「とちぎの森」の姿の創生本来あるべき「とちぎの森」の姿の創生

～地域の特性や課題に応じた多様な森づくりへの転換～

育成林（人工林） 天然生林 その他

現在、林業経営 条件を整えれば 地理的条件や気象 水源かん養機能等 里山等におけ

が行われている 採算の合う森林 的条件で採算の合 を重視する奥山の る広葉樹林

森林 わない森林 広葉樹林

循 環 の 森 環 境 の 森

○木材生産を主な目的に、皆伐と植栽・保育を繰 ○天然林（里山林を含む）や、現在は人工林となって

り返し、人工林として森林資源の循環利用を推進 いるが人工林不適地である森林で、広葉樹林へ誘導す

しながら公益的機能の維持増進にも資する森林 ることにより水源かん養機能など公益的機能の高度発

揮に資する森林

林業振興のための施策を重点的に展開 公益的機能の高度発揮のための施策を重点的に展開

造林補助金 国の新たな支援制度 水源林整備基金 治山事業 とちぎの元気な森づくり県民税


